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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーキング装置を動作させる方法であって、
　ネットワーキングデバイス（２０１～２０４）によってファイバーチャネル通信を生成
することであって、前記ファイバーチャネル通信は、ファイバーチャネルファブリックサ
ービス（１０９）向けの通信およびファイバーチャネルアドレスにアドレス指定された通
信を含む、ことと、
　前記ネットワーキングデバイス（２０１～２０４）に前記ファイバーチャネルファブリ
ックサービス（１０９）をエミュレートすることであって、前記エミュレートすることは
、前記ファイバーチャネルファブリックサービス（１０９）向けの通信をイーサネット（
登録商標）サービス（２１１）向けの通信に変換することを含む、ことと、
　前記ファイバーチャネルアドレスにアドレス指定された通信を１つ以上のイーサネット
（登録商標）フレームにカプセル化することと、
　前記イーサネット（登録商標）サービス向けの通信および前記１つ以上のイーサネット
（登録商標）フレーム向けの通信をイーサネット（登録商標）ネットワーク（２００）を
介して送信することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記エミュレートすることは、
　前記変換された通信のうちの１つ以上に応答して、または、前記変換された通信のうち
の１つ以上の一部分として、前記ネットワーキングデバイスと前記イーサネット（登録商
標）サービスとの間で、イーサネット（登録商標）特有情報を通信すること
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記通信することは、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記変換された通信のうちの１つ以上に応答し
て、前記イーサネット（登録商標）サービスから前記イーサネット（登録商標）特有情報
を受信すること
　を含み、
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームは、前記イーサネット（登録商標）
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特有情報に基づいて、アドレス指定される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記通信することは、
　前記変換された通信を前記イーサネット（登録商標）サービスに送信することであって
、前記変換された通信のうちの１つは、前記ネットワーキングデバイスに関連付けられた
イーサネット（登録商標）アドレスを保存するための前記イーサネット（登録商標）サー
ビスに対するコマンドを含む、こと
　を含み、前記方法は、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記イーサネット（登録商標）サービスから前
記保存されたイーサネット（登録商標）アドレスを受信した別のネットワーキングデバイ
スから、イーサネット（登録商標）フレームを受信することであって、前記受信されたイ
ーサネット（登録商標）フレームは、前記保存されたイーサネット（登録商標）アドレス
にアドレス指定される、こと
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記イーサネット（登録商標）ネットワークからイーサネット（登録商標）通信を受信
することであって、前記受信されたイーサネット（登録商標）通信は、イーサネット（登
録商標）サービスから受信された通信を含む、ことと、
　前記受信されたイーサネット（登録商標）通信を着信ファイバーチャネル通信に変換す
ることであって、前記受信されたイーサネット（登録商標）通信の変換は、前記イーサネ
ット（登録商標）サービスから受信された通信をファイバーチャネルファブリックサービ
スに関連付けられた通信に変換することを含む、ことと、
　前記着信ファイバーチャネル通信を前記ネットワーキングデバイスに送信することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ファイバーチャネルファブリックサービス向けの前記ファイバーチャネル通信のうちの
少なくとも１つは、ファイバーチャネルネームサーバまたは別のファイバーチャネルファ
ブリックサービスにアドレス指定され、前記エミュレートすることは、前記ファイバーチ
ャネル通信のうちの少なくとも１つを、前記イーサネット（登録商標）ネットワーク内の
インターネットストレージネームサービス（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｎａｍ
ｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：ｉＳＮＳ）サーバ用にフォーマットされ、かつ、前記サーバにアド
レス指定された１つ以上の通信に変換することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ファイバーチャネル通信は、ファイバーチャネルネームサーバに登録するための通
信を含み、前記エミュレートすることは、前記ｉＳＮＳサーバに登録するための通信を生
成することを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記生成された前記ｉＳＮＳサーバに登録するための通信は、前記ネットワーキングデ
バイスに関連付けられたファイバーチャネルアドレスおよびイーサネット（登録商標）ア
ドレスの両方を、前記ｉＳＮＳサーバにおいて保存するためのコマンドを含む、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　前記ファイバーチャネル通信は、ネットワークに接続される１つ以上のデバイスのファ
イバーチャネルアドレスを要求する、ファイバーチャネルファブリックサービスからの通
信を含み、前記エミュレートすることは、前記１つ以上のデバイスのファイバーチャネル
アドレスおよびイーサネット（登録商標）アドレスを要求する、前記ｉＳＮＳサーバから
の通信を生成することを含み、
　前記方法は、
　前記１つ以上のデバイスのファイバーチャネルアドレスおよびイーサネット（登録商標
）アドレスを前記ｉＳＮＳサーバから受信することと、
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　前記受信されたファイバーチャネルアドレスおよびイーサネット（登録商標）アドレス
をテーブルに保存することと、
　前記受信されたファイバーチャネルアドレスのうちの１つ以上を前記ネットワーキング
デバイスに送信することと
　をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ファイバーチャネルアドレスにアドレス指定された通信は、前記１つ以上のデバイ
スのうちの第１のデバイスに関連付けられており、
　前記方法は、
　前記ファイバーチャネルアドレスに基づいて、前記テーブルから前記第１のデバイスの
イーサネット（登録商標）アドレスを取得することと、
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームを前記イーサネット（登録商標）ア
ドレスにアドレス指定することと
　をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ネットワーキング装置を動作させる方法であって、
　ホストバスアダプタ（Ｈｏｓｔ　Ｂｕｓ　Ａｄａｐｔｅｒ：ＨＢＡ）機能（３０１、３
１０）およびファイバーチャネルオーバーイーサネット（登録商標）（Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）：ＦＣｏＥ）機能（３０２、３０
９）を有するネットワーキングデバイス（２０１～２０４）を提供することと、
　前記ＦＣｏＥ機能（３０２、３０９）によって、イーサネット（登録商標）ネットワー
ク（２００）と通信することと、
　前記ＨＢＡ機能（３０１、３１０）のために、前記ＦＣｏＥ機能（３０２、３０９）に
よってファブリックトポロジのファイバーチャネルネットワーク（１００）を仮想化する
ことであって、前記仮想ファイバーチャネルネットワークは、前記イーサネット（登録商
標）ネットワーク（２００）に基づいており、ファイバーチャネルネットワーク（１００
）の前記仮想化は、
　　ファイバーチャネルファブリックアドレスをイーサネット（登録商標）アドレスにマ
ッピングすることと、
　　イーサネット（登録商標）フレーム上で、ファイバーチャネルフレームをトンネリン
グすることと、
　　前記ＨＢＡ機能（３０１、３１０）に１つ以上のファイバーチャネルファブリックサ
ービス（１０９）をエミュレートすることにおいて、１つ以上のイーサネット（登録商標
）サービス（２１１）を用いることと
　を含む、ことと
　を含む、方法。
【請求項１２】
　前記エミュレートすることは、
　前記１つ以上のファイバーチャネルファブリックサービス向けの通信を前記１つ以上の
イーサネット（登録商標）サービス向けの通信に変換することと、
　前記変換された通信のうちの１つ以上に応答して、または、前記変換された通信のうち
の１つ以上の一部分として、前記ネットワーキングデバイスと前記１つ以上のイーサネッ
ト（登録商標）サービスとの間で、前記イーサネット（登録商標）アドレスを通信するこ
とと
　を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記通信することは、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記変換された通信のうちの１つ以上に応答し
て、前記１つ以上のイーサネット（登録商標）サービスから前記イーサネット（登録商標
）アドレスを受信すること
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　を含み、
　前記イーサネット（登録商標）フレームは、前記受信されたイーサネット（登録商標）
アドレスに基づいてアドレス指定される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記通信することは、
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）サービスに前記変換された通信を送信するこ
とであって、前記変換された通信のうちの１つは、前記ネットワーキングデバイスに関連
付けられたイーサネット（登録商標）アドレスを保存するための前記１つ以上のイーサネ
ット（登録商標）サービスに対するコマンドを含む、こと
　を含み、
　前記仮想化することは、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記１つ以上のイーサネット（登録商標）サー
ビスから前記保存されたイーサネット（登録商標）アドレスを受信した別のネットワーキ
ングデバイスから、イーサネット（登録商標）フレームを受信することであって、前記受
信されたイーサネット（登録商標）フレームは、前記保存されたイーサネット（登録商標
）アドレスにアドレス指定される、こと
　をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）サービスは、ｉＳＮＳサーバを含み、前記方
法は、前記ｉＳＮＳサーバを利用することにより、前記ＦＣｏＥ機能によって前記ＨＢＡ
機能に対してファイバーチャネルネームサーバを仮想化することをさらに含む、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１６】
　ネットワーキング装置を動作させるためのコンピュータ実行可能な命令を含むコンピュ
ータ読み取り可能な媒体であって、前記コンピュータ実行可能な命令は、１つ以上のプロ
セッサによって実行されたときに、
　ネットワーキングデバイス（２０１～２０４）によってファイバーチャネル通信を生成
することであって、前記ファイバーチャネル通信は、ファイバーチャネルファブリックサ
ービス（１０９）向けの通信およびファイバーチャネルアドレスにアドレス指定された通
信を含む、ことと、
　前記ネットワーキングデバイス（２０１～２０４）に前記ファイバーチャネルファブリ
ックサービス（１０９）をエミュレートすることであって、前記エミュレートすることは
、前記ファイバーチャネルファブリックサービス（１０９）向けの通信をイーサネット（
登録商標）サービス（２１１）向けの通信に変換することを含む、ことと、
　前記ファイバーチャネルアドレスにアドレス指定された通信を１つ以上のイーサネット
（登録商標）フレームにカプセル化することと、
　前記イーサネット（登録商標）サービス向けの通信および前記１つ以上のイーサネット
（登録商標）フレーム向けの通信をイーサネット（登録商標）ネットワーク（２００）を
介して送信することと
　を含む方法を前記ネットワーキング装置に実行させるように構成されている、コンピュ
ータ読み取り可能な媒体。
【請求項１７】
　前記エミュレートすることは、
　前記変換された通信のうちの１つ以上に応答して、または、前記変換された通信のうち
の１つ以上の一部分として、前記ネットワーキングデバイスと前記イーサネット（登録商
標）サービスとの間で、イーサネット（登録商標）特有情報を通信すること
　をさらに含む、請求項１６に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１８】
　前記通信することは、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記変換された通信のうちの１つ以上に応答し
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て、前記イーサネット（登録商標）サービスから前記イーサネット（登録商標）特有情報
を受信すること
　を含み、
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームは、前記イーサネット（登録商標）
特有情報に基づいて、アドレス指定される、請求項１７に記載のコンピュータ読み取り可
能な媒体。
【請求項１９】
　前記通信することは、
　前記変換された通信を前記イーサネット（登録商標）サービスに送信することであって
、前記変換された通信のうちの１つは、前記ネットワーキングデバイスに関連付けられた
イーサネット（登録商標）アドレスを保存するための前記イーサネット（登録商標）サー
ビスに対するコマンドを含む、こと
　を含み、前記方法は、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記イーサネット（登録商標）サービスから前
記保存されたイーサネット（登録商標）アドレスを受信した別のネットワーキングデバイ
スから、イーサネット（登録商標）フレームを受信することであって、前記受信されたイ
ーサネット（登録商標）フレームは、前記保存されたイーサネット（登録商標）アドレス
にアドレス指定される、こと
　をさらに含む、請求項１７に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２０】
　前記方法は、
　前記イーサネット（登録商標）ネットワークからイーサネット（登録商標）通信を受信
することであって、前記受信されたイーサネット（登録商標）通信は、イーサネット（登
録商標）サービスから受信された通信を含む、ことと、
　前記受信されたイーサネット（登録商標）通信を着信ファイバーチャネル通信に変換す
ることであって、前記受信されたイーサネット（登録商標）通信の変換は、前記イーサネ
ット（登録商標）サービスから受信された通信をファイバーチャネルファブリックサービ
スに関連付けられた通信に変換することを含む、ことと、
　前記着信ファイバーチャネル通信を前記ネットワーキングデバイスに送信することと
　をさらに含む、請求項１６に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２１】
　前記ファイバーチャネル通信のうちの少なくとも１つは、ファイバーチャネルネームサ
ーバまたは別のファイバーチャネルファブリックサービスにアドレス指定され、前記エミ
ュレートすることは、前記ファイバーチャネル通信のうちの少なくとも１つを、前記イー
サネット（登録商標）ネットワーク内のｉＳＮＳサーバ用にフォーマットされ、かつ、前
記サーバにアドレス指定された１つ以上の通信に変換することを含む、請求項２０に記載
のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２２】
　前記ファイバーチャネル通信は、ファイバーチャネルネームサーバに登録するための通
信を含み、前記エミュレートすることは、前記ｉＳＮＳサーバに登録するための通信を生
成することを含む、請求項２１に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２３】
　前記生成された前記ｉＳＮＳサーバに登録するための通信は、前記ネットワーキングデ
バイスに関連付けられたファイバーチャネルアドレスおよびイーサネット（登録商標）ア
ドレスの両方を、前記ｉＳＮＳサーバにおいて保存するためのコマンドを含む、請求項２
２に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２４】
　前記ファイバーチャネル通信は、ネットワークに接続される１つ以上のデバイスのファ
イバーチャネルアドレスを要求する、ファイバーチャネルネームサーバからの通信を含み
、前記エミュレートすることは、前記１つ以上のデバイスのファイバーチャネルアドレス
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およびイーサネット（登録商標）アドレスを要求する、前記ｉＳＮＳサーバからの通信を
生成することを含み、
　前記方法は、
　前記１つ以上のデバイスのファイバーチャネルアドレスおよびイーサネット（登録商標
）アドレスを前記ｉＳＮＳサーバから受信することと、
　前記受信されたファイバーチャネルアドレスおよびイーサネット（登録商標）アドレス
をテーブルに保存することと、
　前記受信されたファイバーチャネルアドレスのうちの１つ以上を前記ネットワーキング
デバイスに送信することと
　をさらに含む、請求項２１に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２５】
　前記ファイバーチャネルアドレスにアドレス指定された通信は、前記１つ以上のデバイ
スのうちの第１のデバイスに関連付けられており、
　前記方法は、
　前記ファイバーチャネルアドレスに基づいて、前記テーブルから前記第１のデバイスの
イーサネット（登録商標）アドレスを取得することと、
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームを前記イーサネット（登録商標）ア
ドレスにアドレス指定することと
　をさらに含む、請求項２４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２６】
　ネットワーキングデバイス（２０１～２０４）であって、
　ファイバーチャネルネットワーク（１００）と通信するように構成されたホストバスア
ダプタ（Ｈｏｓｔ　Ｂｕｓ　Ａｄａｐｔｅｒ：ＨＢＡ）機能（３０１、３１０）と、
　イーサネット（登録商標）ネットワーク（２００）と通信するように構成され、かつ、
前記ＨＢＡ機能（３０１、３１０）に仮想ファイバーチャネルネットワークを提供するよ
うに構成されたファイバーチャネルオーバーイーサネット（登録商標）（Ｆｉｂｒｅ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）：ＦＣｏＥ）機能（３０２、３
０９）と
　を含み、
　前記仮想ファイバーチャネルネットワークは、１つ以上のイーサネット（登録商標）サ
ーバ（２１１）を含むイーサネット（登録商標）ネットワーク（２００）に基づいており
、
　前記仮想ファイバーチャネルネットワークを前記ＨＢＡ機能（３０１、３１０）に提供
することは、
　　ファイバーチャネルファブリックアドレスをイーサネット（登録商標）アドレスにマ
ッピングすることと、
　　イーサネット（登録商標）フレーム上で、ファイバーチャネルフレームをトンネリン
グすることと、
　　前記ＨＢＡ機能（３０１、３１０）に１つ以上のファイバーチャネルファブリックサ
ービス（１０９）をエミュレートすることにおいて、１つ以上のイーサネット（登録商標
）サーバ（２１１）を用いることと
　を含む、ネットワーキングデバイス。
【請求項２７】
　前記エミュレートすることは、
　前記１つ以上のファイバーチャネルファブリックサービス向けの通信を前記１つ以上の
イーサネット（登録商標）サーバ向けの通信に変換することと、
　前記変換された通信のうちの１つ以上に応答して、または、前記変換された通信のうち
の１つ以上の一部分として、前記ネットワーキングデバイスと前記１つ以上のイーサネッ
ト（登録商標）サーバとの間で、前記イーサネット（登録商標）アドレスを通信すること
と
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　を含む、請求項２６に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項２８】
　前記通信することは、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記変換された通信のうちの１つ以上に応答し
て、前記１つ以上のイーサネット（登録商標）サーバから前記イーサネット（登録商標）
アドレスを受信すること
　を含み、
　前記イーサネット（登録商標）フレームは、前記受信されたイーサネット（登録商標）
アドレスに基づいてアドレス指定される、請求項２７に記載のネットワーキングデバイス
。
【請求項２９】
　前記通信することは、
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）サーバに前記変換された通信を送信すること
であって、前記変換された通信のうちの１つは、前記ネットワーキングデバイスに関連付
けられたイーサネット（登録商標）アドレスを保存するための前記１つ以上のイーサネッ
ト（登録商標）サーバに対するコマンドを含む、こと
　を含み、
　前記提供することは、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記１つ以上のイーサネット（登録商標）サー
バから前記保存されたイーサネット（登録商標）アドレスを受信した別のネットワーキン
グデバイスから、イーサネット（登録商標）フレームを受信することであって、前記受信
されたイーサネット（登録商標）フレームは、前記保存されたイーサネット（登録商標）
アドレスにアドレス指定される、こと
　をさらに含む、請求項２７に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３０】
　前記ＨＢＡ機能は、ファイバーチャネルネームサーバまたは別のファイバーチャネルフ
ァブリックサービスと通信するようにさらに構成されており、
　前記ＦＣｏＥ機能は、前記イーサネット（登録商標）ネットワーク内のｉＳＮＳサーバ
を利用することにより、前記ＨＢＡ機能に対して仮想ファイバーチャネルネームサーバお
よびその他のファイバーチャネルファブリックサービスを提供するようにさらに構成され
ている、請求項２６に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３１】
　前記ＦＣｏＥ機能は、ファイバーチャネルネームサーバおよびその他のファイバーチャ
ネルファブリックサービスをベースとした通信をｉＳＮＳをベースとした通信に変換し、
かつ、ｉＳＮＳをベースとした通信をファイバーチャネルネームサーバおよびその他のフ
ァイバーチャネルファブリックサービスをベースとした通信に変換するためのサービスマ
ッパーを含む、請求項３０に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３２】
　前記サービスマッパーは、前記ネットワーキングデバイスのファイバーチャネルアドレ
スを構築し、前記ｉＳＮＳサーバに前記ファイバーチャネルアドレスを登録するように構
成されている、請求項３１に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３３】
　前記イーサネット（登録商標）ネットワークは、コンバージドエンハンスドイーサネッ
ト（登録商標）（Ｃｏｎｖｅｒｇｅｄ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標
）：ＣＥＥ）ネットワークであり、前記ＦＣｏＥ機能は、通信を前記ＣＥＥネットワーク
用にフォーマットするためのＩＰスタック／ＣＥＥインターフェースを含む、請求項３０
に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３４】
　前記ＦＣｏＥ機能は、ＦＣｏＥデータ転送要素をさらに含み、前記ＦＣｏＥデータ転送
要素は、前記ＨＢＡ機能と前記ｉＳＮＳサーバ以外の前記イーサネット（登録商標）ネッ
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トワーク内のデバイスとの間の通信を処理するために利用される、請求項３０に記載のネ
ットワーキングデバイス。
【請求項３５】
　前記ＦＣｏＥデータ転送要素は、複数対のアドレスのテーブルを含み、各対のアドレス
は、前記イーサネット（登録商標）ネットワークに接続されたデバイスのイーサネット（
登録商標）アドレスと、前記デバイスに関連付けられたファイバーチャネルアドレス（Ｎ
＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤ）とを含む、請求項３４に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３６】
　前記ＦＣｏＥデータ転送要素は、前記ｉＳＮＳサーバから受信される通信から、複数対
のアドレスを取得することによって、前記テーブルにデータ投入するように構成されてい
る、請求項３５に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３７】
　請求項２６に記載のネットワーキングデバイスを含む、ＦＣｏＥＡ。
【請求項３８】
　請求項２６に記載のネットワーキングデバイスを含む、コンピュータ。
【請求項３９】
　請求項２６に記載のネットワーキングデバイスを含む、ネットワーク接続されたストレ
ージデバイス。
【請求項４０】
　１つ以上のコンピューティングデバイスを含む、ストレージエリアネットワークであっ
て、前記１つ以上のコンピューティングデバイスのうちの少なくとも１つは、請求項２６
に記載のネットワーキングデバイスを含む、ストレージエリアネットワーク。
【請求項４１】
　イーサネット（登録商標）ネットワークを介するファイバーチャネルをベースとした通
信を可能にするための方法であって、
　ファイバーチャネルネットワークを介して通信するように構成されたネットワーキング
デバイスにより、１つ以上のファイバーチャネルファブリックコマンドを発行することと
、
　前記ネットワーキングデバイスにファイバーチャネルファブリックサービスをエミュレ
ートすることであって、前記エミュレートすることは、前記１つ以上のファイバーチャネ
ルファブリックコマンドを、ｉＳＮＳサーバを含むイーサネット（登録商標）ネットワー
クを介する伝送のためにフォーマットされた１つ以上のｉＳＮＳサーバコマンドに変換す
ることを含む、ことと、
　前記１つ以上の変換されたコマンドを前記ｉＳＮＳサーバに送信することと、
　ファブリックチャネルアドレスにアドレス指定されたファイバーチャネル通信を発行す
ることと、
　前記ファイバーチャネルアドレスにアドレス指定された前記ファイバーチャネル通信を
１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームにカプセル化することと、
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームを送信することと
　を含む、方法。
【請求項４２】
　前記エミュレートすることは、
　前記１つ以上の変換されたコマンドに応答して、または、前記１つ以上の変換されたコ
マンドの一部分として、前記ネットワーキングデバイスと前記ｉＳＮＳサーバとの間で、
イーサネット（登録商標）特有情報を通信すること
　をさらに含む、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記通信することは、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記１つ以上の変換されたコマンドに応答して
、前記ｉＳＮＳサーバから前記イーサネット（登録商標）特有情報を受信すること
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　を含み、
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームは、前記イーサネット（登録商標）
特有情報に基づいてアドレス指定される、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記通信することは、
　前記１つ以上の変換されたコマンドを前記ｉＳＮＳサーバに送信することであって、前
記１つ以上の変換されたコマンドは、前記ネットワーキングデバイスに関連付けられたイ
ーサネット（登録商標）アドレスを保存するための前記ｉＳＮＳサーバに対するコマンド
を含む、こと
　を含み、
　前記方法は、
　前記ネットワーキングデバイスにより、前記ｉＳＮＳサーバから前記保存されたイーサ
ネット（登録商標）アドレスを受信した別のネットワーキングデバイスから、イーサネッ
ト（登録商標）フレームを受信することであって、前記受信されたイーサネット（登録商
標）フレームは、前記保存されたイーサネット（登録商標）アドレスにアドレス指定され
る、こと
　をさらに含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ｉＳＮＳサーバから前記１つ以上のｉＳＮＳサーバコマンドに対する応答を受信す
ることであって、前記応答は、前記イーサネット（登録商標）ネットワークに接続された
別のデバイスを識別する、ことと、
　前記応答をファイバーチャネルファブリックフォーマットの応答に変換することと、
　前記ファイバーチャネルファブリックフォーマットの応答を前記ネットワーキングデバ
イスに送信することと
　をさらに含む、請求項４１に記載の方法。
【請求項４６】
　前記ｉＳＮＳサーバから受信された応答は、前記別のデバイスに関連付けられたイーサ
ネット（登録商標）アドレスと、前記別のデバイスに関連付けられたファイバーチャネル
アドレスとを含み、
　前記変換された応答は、前記別のデバイスに関連付けられたファイバーチャネルアドレ
スを含み、
　前記方法は、
　前記別のデバイスのイーサネット（登録商標）アドレスおよびファイバーチャネルアド
レスを保存すること
　をさらに含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記発行されたファイバーチャネル通信は、前記別のデバイスの前記ファイバーチャネ
ルアドレスにアドレス指定され、
　前記方法は、
　前記別のデバイスの前記保存されたイーサネット（登録商標）アドレスにアクセスする
こと
　をさらに含み、
　前記１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームは、前記別のデバイスの前記保存さ
れたイーサネット（登録商標）アドレスにアドレス指定される、請求項４６に記載の方法
。
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